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(6)2ガラパゴスに関連する調査

パ

�Íh� の実施

パ十九

支援 �Í'  及び

パ

究者の支援に係る事

業

(7)



第11条　会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名する

ことができる。

(1)

き





活動等を行うものとする。

第４章2会2議
（種2別）

第22条　この法人の会議は、総会及び理事会の２種とする。

２　総会は、通常総





(



(1)2日時及び場所

(2)2理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては、その旨を付

記すること。）

(3)2審議事項

(4)2議事の経過の概要及び議決の結果

(5)2議事録署名人の選任に関する事項

２　議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人が記名

押印又は署名しなければならない。

（特別理事会）

第40条2 理事長は理事会の議決事項
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